
企画会議資料                             平成 30年５月 日 

 

平成 30年度 県立生田高等学校 不祥事ゼロプログラム 
 

１ 基本方針 

○不祥事ゼロをめざし、目標・行動計画を職員一人ひとりが意識し、自覚を持って行動する。 

○不祥事防止点検表を用い年３回（７・12・３月）の一斉点検を行い、行動計画の検証を行う。 

○職員全体研修会の充実を図り、不祥事防止に係る意識の向上を図る。 

 

２ 目標及び行動計画 

取 組 課 題 目 標 行 動 計 画 
検  証 

第１回 第 2回 最終回 

１ 
法令遵守意識

の向上 

職員行動指針の周知・

徹底により、公務員と

して絶対に不祥事を起

こさないという法令遵

守意識の向上に努める 

(1) 具体的な不祥事の事例を

用い、職員全体に注意喚

起を促し、職場全体の意

識向上を図る。 

   

(2) 公務員としての責任と義

務を常に意識し、私生活

においても信用を失わな

い行動を心がける。 

   

２ わいせつ・セ

クハラ行為の

防止 

日々の言動に留意し、

セクハラ・わいせつに

係る事故・不祥事の根

絶を目指す。 

(1) 生徒の携帯番号やアドレ

スを収集する際には、必

要最小限に留め、承諾書

により保護者の了解を得

た上で、所定の書面によ

り届出を行う。 

   

(2) 教科準備室や部室の適切

な利用に努め、密室化し

ない環境を整備する。 

   

(3) 生徒相談窓口の充実を図

り、生徒が安心して気軽

に相談できる校内体制の

効果的運用に努める。 

   

３ 体罰、不適切

な指導の防止 

体罰は子どもの人権を

損ない、子どもとの信

頼関係を根底から覆す

ものであるという意識

を職場全体がもち、未

然防止に向け職員間で

互いに相談しあえる風

通しの良い職場づくり

を進める。 

(1) 体罰・不適切な指導に係

る具体的事例を取り上

げ、職場全体として体罰

を容認しない意識づくり

を進める。 

   

(2) 生徒相談窓口の充実を図

り、生徒が安心して気軽

に相談できる校内体制の

効果的運用に努める。 

   

４ 成績処理及び

入学者選抜、

進路関係書類

の作成及び取

扱いに係る事

故防止 

入学者選抜、成績処理

及び進路関係書類の作

成及び取扱いに係る適

切かつ効率的な作業・

点検体制を整え、事故

の未然防止に職員一人

ひとりが自覚を持って

取組む。 

(1) テスト返却時、素点・評

価入力時等、段階に応じ

た点検・確認作業を確実

に行い、作業ミス等に起

因する事故を未然防止で

きる体制を確立する。 

   

(2) 入学者選抜業務では採

点・点検手順を全職員に

周知徹底し、採点ミスや

作業ミスを起こさない選

   



抜を実施する。 

(3) 進路指導における推薦入

試について、会議資料の

作成・出願手続き等の各

段階において、推薦条

件・出願日時等を入念に

確認し、事故の未然防止

を徹底する。 

   

５ 個人情報等の

管理、情報セ

キュリティ対

策 

文書等の適正な管理を

徹底し、個人情報の不

適切な取扱いや流失等

の未然防止を徹底す

る。 

(1) 個人情報は所属サーバに

保管し、必要に応じてパ

スワードを適切に活用す

ることを徹底する。 

   

(2) 個人情報を校外へ持ち出

す場合は、所定の手続き

をとり、慎重な管理を行

うことを徹底する。 

   

(3) 教務手帳の校外への持ち

出しを禁止とし、校内で

の適切な管理に努める。 

   

(4) 文書保存期間を周知し適

切な保存・廃棄を行う。 

   

６ 交通事故防

止、酒酔い・

酒気帯び運転

防止、交通法

規の遵守 

交通ルールや交通マナ

ーの遵守に務め、交通

事故の未然防止に努め

る。 

(1) 自転車を含め車両の運転

時には法令を遵守すると

ともに、安全に対し最新

の注意を払うことを徹底

する。 

   

７ 業務執行体制

の確保等 

不祥事防止研修等を通

して、職員の意識向上

とモラルの維持を図

り、組織として事故・

不祥事の未然防止に努

める。 

(1) 外部との対応について、

職員相互が連携し、迅速

かつ丁寧な組織的対応を

行うとともに、一人ひと

りが自覚と責任を持って

取組む。 

   

(2) 職員間で、身近な事例を

用いた注意喚起を行い、

事故・不祥事未然防止に

係る課題意識と自覚を高

めていく。 

   

８ 会計事務等の

適正執行 

私費会計基準に則った

適正かつ迅速な会計処

理を行い、会計事務に

係る事故の未然防止に

努める。 

(1) 私費会計基準の周知徹底

を図るとともに、徴収・

執行等具体的業務の手順

を徹底する。 

   

(2) 部費については、私費会

計基準に則った処理を徹

底する。 

   

 


